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船舶インシデント調査報告書 

 

   平成２３年６月２日 

 運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員   横 山 鐵 男（部会長） 

委   員   山 本 哲 也 

委   員   石 川 敏 行 

委   員   根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２２年５月１５日 １４時００分ごろ 

発生場所 北海道根室市花咲港南東方沖 

 北海道根室市落石岬灯台から真方位１６２°１１６海里付近 

（概位 北緯４１°２０′ 東経１４６°１９′） 

インシデント調査の経過

 

平成２２年７月２７日、本インシデントの調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

漁船 第八萬
まん

盛
せい

丸、１３トン  

ＨＫ２－２２２３１（漁船登録番号）、有限会社田中漁業部 

１５.６１ｍ×３.６８ｍ×１.４５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４９６kＷ、平成１０年１２月 

乗組員等に関する情報 船長 男性 ６１歳 

一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 昭和５９年３月２日 

  免許証交付日 平成２２年４月９日 

（平成２７年４月２７日まで有効） 

機関長 男性 ４９歳 

五級海技士（機関） 

免 許 年 月 日 昭和５９年４月２０日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２１年１２月３日   

免状有効期間満了日 平成２７年４月１２日 

死傷者等 なし 

損傷 主機の６番シリンダのピストン、シリンダライナ、連接棒大端部及びク

ランクピン部が損傷（いずれも焼付き状態）、シリンダブロック主軸受ハウ

ジングが変形、主軸受メタル（１～７番）及びクランクピン軸受メタル（１

～５番）が異常摩耗 

インシデントの経過 本船は、船長及び機関長ほか６人が乗り組み、花咲港南東方沖を航行中、

主機の回転数が低下し、オイルミスト放出管から白煙が上がっていたこと

から、機関長が、平成２２年５月１５日１４時００分ごろ、主機を停止し

た。 

本船は、機関長が点検したところ、主機の６番シリンダのピストンが損

傷していることが判明し、僚船にえい
．．

航されて花咲港に帰港した。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ３ 

海象：平穏 
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その他の事項 主機は、漁期中で月当たり約７００時間、年間で約３,５００時間運転

されていた。 

主機は、平成１９年３月に陸揚げされた上、ピストン抜き、主軸受及び

潤滑油ポンプの開放等の整備が行われていた。 

主機の潤滑油は、機関取扱説明書で２５０～３００時間で取り替えるよ

う奨められていたが、本船ではおおむね１か月毎に取り替えられていた。

主機の潤滑油こし
．．

器は、潤滑油の汚損が進み、本インシデント後に行わ

れた点検で潤滑油こし
．．

器エレメントのペーパーが破損しているのが確認さ

れた。 

主機を開放して精査された結果、次の事項が確認された。 

① ６番シリンダのシリンダライナは、段付き偏摩耗を生じ、ピストン

と焼き付いていた。 

② ６番シリンダの連接棒大端部は、クランクピン軸受メタルが、異常

摩耗してケルメットが露出していた上、回転してピストンピンへの潤

滑油穴を塞いでいた。 

③ 主軸受は、全てのメタルが異常摩耗してケルメットが露出し、軸受

台が過熱による変形を生じていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

なし 

 本船は、花咲港南東方沖を航行中、主機の６番

シリンダのクランクピン軸受メタルが、異常摩耗

して回り、ピストンピンへの潤滑油穴を閉塞した

ため、ピストンとシリンダライナとが潤滑阻害に

より焼き付いたものと考えられる。 

主機は、潤滑油及び潤滑油こし
．．

器の取替え間隔

が長く、潤滑油の汚損が進行していた可能性があ

ると考えられる。 

主機の潤滑油こし
．．

器は、本インシデント発生当

時、エレメント破損部から燃焼生成物等の異物が

潤滑油系統に混入していた可能性があると考えら

れる。 

本船は、主機の潤滑油及び潤滑油こし
．．

器を適切

な間隔で交換していれば、本インシデントの発生

を防止できた可能性があると考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が花咲港南東方沖を航行中、主機の潤滑油の性

状管理が適切に行われていなかったことから、主機の６番シリンダのクラ

ンクピン軸受メタルが、異常摩耗して回り、ピストンピンへの潤滑油穴を

閉塞したため、ピストンとシリンダライナとが潤滑阻害によって焼き付い

たことにより発生したものと考えられる。 

 




